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長崎国体も 2年後です…。この長崎国

体開会式の幼稚園の部(大村市担当〉のマ

スゲームの総合練習が、.9月17日市営陸

上競技場で行なわれました。

このマスゲームは M お母さんとたのし

くH と名づけられ、市内11の幼稚園児と

お母さん約 2~400人で行なうもので、長

崎県の特色である M みかん "/1 たこ w子

供らしさを表わすため M とんぼ"//かく

れんぼ H などを取り入れたものです。

これは、今月 15日市営陸上競技場で行

なう学校体育祭で発表されます.

一 一一一一一

今年で第 7回をむかえ

る大村市民美術展覧会

が、9月22日から 3日

間、新しい市民会舘の

3階ホ ールで、聞かれま

した。今年はと〈に、

洋画や南画の成人講座

をうけた人たちの作品

がめだち、出品作品も

141)長にのぼり まレTこ。

み ご と な 作 品がいっぱい-市民美術展覧会一

--

。

(
こ
こ
を
と
じ
て
く
だ
さ
い
》

O 



(2) 

お
し
ら
せ

!
ナ

l

コ

第 4回目の市内婦人会パレーボール大会が、 9月22日、市営陸上競技場

の特設コートで行なわれました。乙の大会には、 9チームが参加し、いつ

も家の中で静かにしているお母さんたちも大声で声援し、好プレーが続出

しました。優勝戦は西大村と竹松チームで争われ、竹松チームか初優勝、
市長賞が渡されました。

市
民
み
な
さ
ん
へ
の
お
し
ら
せ
は

り

別
に
信
用
保
証
料

三
厘
五
毛
J
四
厘

マ
申
込
所
商
工
会
議
所

マ
受
付
期
間

十
月
十
五
日
よ
り
十
月
二

十
五
日
ま
で

た
だ
し
、
融
資
枠
に
達
し

た
場
合
は
申
込
み
を
締
切
り

ま
す
。

中
小
企
業
振
興
資
金
の

申
込
み
受
付
け

す
べ
て
市
政
だ
よ
り
で
す

大村市政だよ

は
や
く
、
よ
く
読
み
、
ま
し
ょ
う

マ
借
入
申
込
者
の
資
格

市
内
に
住
所
と
居
舗
が
あ

り
、
原
則
と
し
て
同
一
業
種

を
引
続
き
一
年
以
上
経
営
し

て
い
る
中
小
企
業
者
で
、
信

用
保
証
協
会
の
対
象
業
種
と

し
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る

も
の
。

旧 | 新

上 米 1 .215円 |内地米 1，395円

並米1.175円 |徳用上米1.180円

徳用米 970円 !徳用米 970円

C10キログラム当り価額)

業務用米は、上の表の新価額に内

地米は60円、徳用上米は50円を加

算した価格となります。また、徳

用米は希望配給とし、希望するだ

け買えるようになりました。

10月1日から米の配給品目と消費

者価格が次のとおり改められてい

ーます。

消費者米価がかわりました

秋
の
殉
国
者
慰
霊
祭

県
奉
賛
会
主
催
に
よ
る
秩

の
慰
霊
祭
が
次
の
と
お
り
行

な
わ
れ
ま
す
。
参
列
さ
れ
る

遺
族
の
遺
族
章
は
地
区
遺
族

世
話
人
を
通
じ
て
配
付
し
ま

す
が
、
も
し
、
届
か
な
い
方

が
あ
り
ま
し
た
ら
福
祉
事
務

所
、
遺
族
会
ま
た
は
各
出
張

マ
資
金
の
使
途

年
末
仕
入
運
転
資
金
お
よ

び
設
備
資
金
と
し
、
旧
債
返

済
金
に
は
充
当
で
き
な
い
。

マ
融
資
期
間

運
転
資
金

l
一
任
以
内

設
備
資
金

l
二
年
以
内

マ
利
率
日
歩
二
銭
二
匡
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留酒量E

毎
月
刊
日
は
不
用
犬
の
引
取
日

毎
月
十
四
日
は
い
ら
な
い
犬
を
入
れ
る
箱
を
お
〈

日
で
す
。
い
ら
な
〈
な
っ
た
犬
は
野
放
し
し
な
い
で

乙
の
箱
に
入
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

不
用
犬
の
引
取
箱
は
、
西
大
村
出
張
所
、
竹
松
出

張
所
、
市
役
所
の
三
カ
所
に
設
置
し
ま
す
の
で
、
午

前
九
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

所
に
も
準
備
し
て
い
ま
す
の

で
お
受
取
り
く
だ
さ
い
。

マ

と

き

十

月

二

十

日

午
前
十
時
三
十
分

ム
と
こ
ろ
県
忠
霊
塔

器
は
、
毎
年
一
回
検
査
を
受

け
る
よ
う
法
律
で
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
十
一
月
六
日

か
ら
定
期
検
査
を
実
施
し
ま

す
が
、
そ
の
事
前
調
査
を
十

月
中
旬
に
行
な
い
ま
す
。
計

量
器
を
持
っ
て
い
る
万
に
は

市
か
ら
調
査
票
を
配
付
し
ま

昭和43年10月23日で、

元号が明治に改められて

百年目になります。

そこで国民に広〈親し

られ、愛されるもので式

典でもうたうのにふさわ

しし、「明治百年額歌」の歌

詞を募集しています。

締切り日は昭和42年10

月31日です。

〈わしいことは市の総務

課におたずね〈ださい.

明治百年の歌詞を募集

昭和42年10月10日

な
お
、
調
査
票
が
届
か
な

い
万
は
、
直
接
市
商
工
観
光

課
へ
お
た
す
ね
く
だ
さ
い
。

す
の
で
、
記
入
の
う
え
市
商

工
観
光
課
ま
た
は
各
出
張
所

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
c

計
量
器
の
事
前
調
査

商
取
引
に
使
用
す
る
計
量

賀 、

~ \ 

ノ J
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〆

住
民
登
録
の
実
態
調
査

調
査
員
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

昭和33年4月22日第三種郵便物認可り

レントゲン車がまわります

結核健康診断を受けよう

大村市 政だよ(3) 

な
か

っ
た
万
は
調
査
員
(
町

，

務
連
絡
員
及
補
助
員
〉
か
出

張
所
、
市
民
課
へ
お
た
ず
ね

〈
だ
さ
い
。

マ
調
査
員

町

務
連
絡
員
及

補
助
員

マ
調
査
対
象

十
月
十
五
日

現
在
で
大
村
市
に
住
所
が

あ
る
人
全
員
(
居
住
年
数

年
令
に
制
限
あ
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
)

マ
調
査
期
日

十
月
十
五
日

か
ら
十
月
二
十
三
日
ま
で

マ
調
査
方
法

調
査
員
が
現

在
住
民
登
録
を
し
て
い
る

人
を
あ
ら
か
じ
め
記
入
し

た
住
民
実
態
調
査
カ
i
ド

を
も

っ
て
、

各
世
帯
を
ま

わ
り
ま
す
.
そ
の
と
き
に

住
所
、
世
帯
主
お
よ
び
世

帯
人
員
の
氏
名
、
性
別
、

生
年
月
日、

続
柄
、
本
籍

職
業
、
本
市
に
居
住
し
た

年
月
日
な
ど
を
お
た
ね
ず

い
た
し
ま
す
か
ら
正
確
に

お
こ

た
え
く
だ
さ
い
。

な
お
調
査
員
が
記
入
し
た

あ
と
内
容
を
確
認
し
て
捺

印
し
て
〈
だ
さ
い
。

市
産
業
祭
は
中
止

十
月
中
旬
に
行
な
う
予
定

で
あ
っ
た
今
年
の
産
業
祭
は

九
月
二
十
九
日
産
業
祭
協
賛

会
役
員
総
会
に
お
い

て

「
か

ん
害
の
た
め
中
止
す
る
」
こ

と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

と
畜
場
事
務
を
食
肉
事

業
協
同
組
合
に
委
託

市
と
畜
場
管
理
と
使
用
料

徴
収
を
昭
和
四
十
二
年
十
月

一
日
か
ら
大
村
市
食
肉
事
業

協
同
組
合
に
委
託
し
運
営
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

レント ゲン車が巡回 して結核健康診断を行

ないます。該当者はもれな〈受診 しまし ょう

b受けなければならない人

大 村市内に居住す る小学校 1年生以上 の人

で、 次に該当するものを除〈全員。

① 小学校、中学校、高等学校その他修学年

限1年以上の学校に在学中の学生は、学校で

行 ないますのでこの検診を受ける必要はあり

ません。

②各職場で毎年、事業主が実施する検診を

受けるものも必要はあ りません。

b料金 無料

なお、 結核検診は健康であるなしにかかわ

らず、毎年受けなければならないことに法

律 で決めら れています。

検診はいずれの会場 で も結構ですか ら、

お気が るに受けて 〈ださい3

ボタンや ホックのない下着であれば、 そ

のまま受けられます。時間はかかりません

ので、近所さそいあっ て来 て 〈ださ L、。

ど うして も受診で きない人は、衛生課又 は

出張所までお届け出て 〈ださい。

10月は28日を除く毎週土曜日 9時より11時

までは大村保健所で受診できます。保健所近

くの方や受診もれの人はご利用ください.

秋の交通安全運動

わが家のあいことば.........

十
月
十
五
日
現
在
で
、
住

民
登
録
の
実
態
調
査
を
全
市

い
っ

せ
い
に
行
な
い
ま
す
。

乙
の
調
査
は
、
住
民
の
実

態
を
正
確
に
把
握
し
、
住
民

登
録
票
の
整
備
を
行
な
う
な

ど
の
目
的
を
も

っ
た
大
切
な

も
の
で
す
。

も
し

こ
の
調
査
に
も
れ
ま

す
と
市
民
課
の
住
民
登
録
台

帳
に
登
載
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す。

期
日
ま
で
に
調
査
を
受
け

月 日 実施場所 時 間

古賀島公民舘 9.30 -10.30 

10月17日 協西主杭大和前町村出農津九協ハ州支ー産所ト業自前動
11.00 -12.00 
13.00 -14.00 
14.30 ~ 15.30 

八坂神社(桜馬場〉 9.30 -10.30 

10月18日
桜馬場消防詰所前 11-00 '"'-' 12.00 
松並町長崎書居横 13.00 -14.00 
大村市伝染病棟前 14.30 -15・30

大村市事室長課 9.30'"'-' 11.00 

10月19日
片町稲荷神社 11.30 -12.30 
旭町市役所跡 13.30 -14.30 
桜ケ丘温泉街 15.00 -16.00 

池田公民舘 9.00 -10.00 
10月20日 池田住宅内清和園 10.30 -12.00 

諏訪公民舘 13.00 '"'-' 15.30 

諏訪一区田中商庖前 9・00'"'-> 10.30 

10月23日
11.00 -12.00 

古町住宅五区広場 13.00 -14・30
西大村出張所 15.00 '"'-' 16.00 

※他の地区の日程は次号でおしらせします。
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寄
生
虫
を
な
く
そ
う

り

ー
寄
生
虫
予
防
運
動

l

大村市政だよ

寄
生
虫
は
、
ま
だ
約
半
数

の
国
民
の
腹
の
中
に

い
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

寄
生
虫
が
腹
の
中
に
い
る

と
人
体
に
色
々
な
障
害
が
で

て
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
私

達
は
春
と
秋
に
は
腹
の
中
の

虫
令
退
治
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
し
か
も
地
区
ぐ
る
み

で
一
せ
い
に
行
な
う
こ
と
が

も
っ
と
も
効
果
的
で
す
。

そ
こ
で
、
十
月
二
十
四
日

か
ら
十
一
月
四
日
ま
で
を
寄

生
虫
予
防
運
動
期
間
と
し
、

市
民
皆
さ
ん
の
理
解
と
と
協

力
を
え
て
寄
生
虫
の
一
せ
い

駆
虫
を
行
な
い
ま
す
。

私
た
ち
は
寄
生
虫
に
よ
る

色
々
な
病
気
を
な
く
し
、
お

互
い
に
明
る
〈
健
康
な
毎
日

を
す
ご
し
た
い
も
の
で
す
。

な
お
、
乙
の
運
動
に
市
内

薬
業
会
の
方
々
に
協
賛
し
て

い
た
だ
き
、
ご
希
望
の
方
に

は
つ
ぎ
の
日
程
に
よ
り
各
出

張
所
で
駆
虫
薬
の
服
用
指
導

を
行
な
い
ま
す
。

〔
日
程
〕

ム
叩
月
M
日

9
時

1
4時

松
原
・
福
重
・

萱
瀬
・
竹

松
・
鈴
田
・
三
浦
出
張
所

ム
M
月
初
日

9
時

J
4
時

西
大
村
出
張
所
・
市
役
所

一
点
権
時
1
4誇催
時

⑮

ま

た
、
近
年
の
開
放
的
管
病
院
長

l
伊
東
高
麗
夫
氏
…

一

、

，

.

〆
理
の
理
念
に
そ
っ
て
、
地
域
職
員
数

1
九

十

二

名

へ

ん

県

立

東

浦

病

院

開

院

当

時

は

ベ

久
ト
数
百
社
会
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
祢
¥
一気
J

ヘペ
f
i温
調
ぃ

床
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
逐
に
努
め
、
単
な
る
医
療
保
護

¥
¥一
し
町
朝
ん
単
一
期
繍
麟
輔
'

~
県
立
東
浦
病
院
は
、
県
立
次
数
を
増
や
し
現
在
は
二
百

に
止
ま
ら
ず
、
進
ん
で
社
会
一
一
J
LnJ
V

頬
¥
鵬
機
縦
醐
一

ゲ
と
し
て
唯

一
の
精
神
神
経
科
八
卜
九
床
と
な

っ
て
い
る
。
復
帰
を
目
的
と
し
て
、

日
課

一
陣
脳

闘

い

:

関

機

縛

一
の
専
門
病
院
と
し
て
、
昭
和
当
院
は
開
院
以
来
精
神
神
を
定
め
て
生
活
指
導
を
行
な

ふ

鞠

丸

山
¥

機

鱒

(
二
十
八
年
開
院
さ
れ
た

v

経
科
専
門
の
医
療
機
関
と
し
う

一
方
、
患
者
の
自
治
活
動
離

L
W凶
闘
機
総
務

一
当
時
県
下
に
お
け
る
精
神

て
県
内
は
も
と
よ
り
、
佐
賀

を
す
す
め
、
病
院
内
外
に
お

…

ι¥
機
三
九
臨
匪
馬

V

障
害
者
は
約
六
千
七
百
名

と

熊

本
、
福
岡
県
ま
で
も
診
療
げ
る
音
楽
、
映
画
、
演
芸
、

一一

騎
盤
比
一
国
園
田
朝
九

一
推
定
さ
れ
て
い
た
が
、
収
容

圏
を
広
げ
、
患
者
り
診
療
に
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
レ
グ
レ

1

/fy
闘
機
一
粉
闇
臨
動
翻

~
施
設
は
公
私
立
あ
わ
せ
て
三
多
大
の
成
果
を
あ
げ
る
と
共
シ
ヨ
ン
、
並
び
に
手
芸
、
裁

イ:、

i
轟
調
子

翻
輔
錦
繍
ウ

い
百
床
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
に
精
神
医
学
の
研
究
、

精
神
縫
、
園
芸
、
農
耕
、
畜
産
、
一
一
ddド

感

慨
ア

醸

義

一

一
こ
の
救
済
方
法
と
し
て
、
風
衛
生
の
相
談
、
精
神
衛
生
思
土
木
な
ど
の
広
範
囲
な
作
業

伊

一明

日

ζ

閥
鰐

~
光
明
眉
で
療
養
に
最
適
の
久

想

の

普
及
な
ど
の
向
上
に
努
療
法
を
と
り
入
れ
、
職
業

補

〔

写
真
〕
日
病
院
E
百
人

1
l!

ゲ

V

原
の
丘
に
建
設
さ
れ
た
。
め
て
き
て
い

る

。

導

も

行

な

っ

て

い

る

。

何

昭和33年 4月22日第三種郵便物認可昭和42年10月10日

、

十
月
十
六
日
か
ら

二
十
二
日
ま
で
の

一
週
間
は
、
行
政

相
談
週
間
で
す
。

行
政
管
理
庁
で
は
、
広
〈

行
政
に
関
す
る
苦
情
を
き
い

て
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
、

昭
和
三
十
年
か
ら
行
政
相
談

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
身
近
な
主
乙
ろ
で

相
談
で
き
る
よ
う
に
大
村
市

に
も
行
政
相
談
委
員
が
い
ま

す
。
園
、
県
、
市
の
行
政

一

般
の
乙
と
で
わ
か
ら
な
い
こ

と
は
気
軽
る
に
ご
相
談
〈
だ

さ
い
。行

政
相
談
委
員

市
内
竹
松
郷
大
川
田
町

三
七

二

山

口
秋
博
氏

貯

の

室面

日

十
月
十
七
日
は
、
貯
蓄
の

日
で
す
。

』
巾
民
み
な
さ
ん
の
貯
蓄
に

よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
資
金
は

国
の
財
政
投
融
資
の

一
環
と

し
て
運
用
さ
れ
、
国
民
生
活

の
向
上
に
関
係
の
深
い
住
宅

の
建
設
、
生
活
環
境
施
設
の

整
備
、
農
林
漁
業
お
よ
び
申

小
企
業
の
近
代
化
、
文
教
施

設
の
拡
充
、
輸
出
の
振
興
、

道
路
港
湾
鉄
道
の
建
設
な
ど

社
会
資
本
の
充
実
に
大
へ
ん

役
立
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
貯
蓄
は
私
た
ち
の

将
来
の
生
活
安
定
の
た
め
に

も
大
切
な
も
の
で
す
。
む
だ

づ
か

い
は
や
め
、
貯
蓄
を
励

行
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

野
犬
対
策
運
動
月
間

最
近
、
犬
の
度
傷
事
故
が

ふ
え
て
い
ま
す
。
本
年
は
と

〈
に
厚
生
省
を
中
心
と
し
て

十
月
い
っ
ぱ
い
、
野
犬
対
策

を
進
め
て
い
ま
す
。

市
で
も
毎
月
十
四
日
を
不

用
犬
引
取
H
と
き
め
て
い
ま

す
。
犬
ほ
か
わ
い
い
動
物
で

す
が
、

飼
い
方
に
よ
っ
て
は

人
に
害
を
あ
た
え
る
乙
と
も

あ
り
ま
す
。
十
分
注
意
し
て

犬
を
飼
う
よ
う
に
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。


